
平成30年度国民健康保険特別会計決算報告について
　

国
民
健
康
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
国
の
財
政

支
援
が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
る
と
と
も
に
平
成
30

年
度
か
ら
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体

と
な
り
市
町
村
と
共
同
で
国
民
健
康
保
険
を
運

営
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
決
算
状
況

は
、
歳
入
が
26
億
３
８
８
５
万
円
、
歳
出
が

25
億
５
１
８
８
万
円
と
な
り
ま
し
た
。
県
と
市

町
村
が
一
体
と
な
っ
て
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、

歳
出
総
額
が
昨
年
度
よ
り
４
億
４
８
５
６
万
円

縮
小
さ
れ
ま
し
た
。
歳
入
、
歳
出
差
し
引
き
残

額
８
６
９
６
万
円
の
う
ち
、
一
部
を
国
保
財
政

調
整
基
金
に
積
み
立
て
、
残
額
を
令
和
元
年
度

に
繰
越
し
ま
し
た
。

　

国
保
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、
保
険
給
付
に

必
要
な
経
費
、
国
保
事
業
費
納
付
金
、
保
健

事
業
に
要
す
る
経
費
、
事
務
的
経
費
に
大
別

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
主
に
、
被

保
険
者
が
負
担
す
る
保
険
税
（
５
億
２
千
万

円
：
対
前
年
度
比
6.9
％
減
）、
県
支
出
金

（
18
億
２
５
６
０
万
円
）、
一
般
会
計
繰
入
金

（
１
億
９
０
４
２
万
円
：
対
前
年
度
比
4.3
％
減
）

等
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

歳
出
の
約
７
割
を
占
め
て
い
る
保
険
給
付
費

（
医
療
費
等
）
は
、
約
17
億
２
３
０
０
万
円
（
対

前
年
度
比
2.3
％
減
）、
ほ
か
主
に
国
保
事
業
費
納

付
金
７
億
５
百
万
円
（
県
へ
納
付
）、
保
健
事
業

費
（
健
診
等
）
約
２
２
０
０
万
円
（
対
前
年
度

比
12
％
増
）
で
す
。

　

山
都
町
で
は
国
保
財
政
運
営
の
健
全
化
に
向

け
、
平
成
30
年
度
に
国
保
税
の
改
正
を
行
う
と

と
も
に
医
療
費
の
抑
制
や
被
保
険
者
の
健
康
の

　

平
成
30
年
度
の
国
保
世
帯
数
は
、
平
成
30
年

度
平
均
で
２
９
０
３
世
帯
と
な
り
、
前
年
度
よ

り
１
１
６
世
帯（
3.8
％
）の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
被
保
険
者
数
は
、
平
成
30
年
度
平
均
で

５
０
１
４
人
と
な
り
、
前
年
度
よ
り
２
４
０
人

（
4.5
％
）
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
町
の
３
月
末
人
口
（
１
万
４
８
７
５
人
）

に
占
め
る
国
保
加
入
者
の
割
合
は
、
33.7
％
と
な

り
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
医
療

費
は
40
万
４
４
４
０
円
で
、
一
人
当
た
り
国
保

税
は
10
万
２
９
２
５
円
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
本
町
の
国
保
加
入
者
数
は
５
年
間
で
約

１
３
２
９
人
減
少
し
、
医
療
費
も
減
少
傾
向
で

す
が
、
一
人
当
た
り
医
療
費
は
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
。
平
成
25
年
度
か
ら
５
年
間
で
一
人
当

た
り
医
療
費
が
５
万
１
１
６
２
円
増
加
し
ま

し
た
。

　 平 成 30 年 度 末 に お け る 基 金 保 有 額 は
２億１千６百万円です。今後も高齢化による医療
費の増加が見込まれる中、一定額の基金を確保し
ていくことが重要になっていきます。

◆医療費の適正化のために
①かかりつけ医を持ちましょう。
②救急でない休日、夜間の受診や重複受診はさ
けましょう。

③小児救急電話相談を利用しましょう。
　（＃8000）
④ジェネリック医薬品を利用しましょう。
◆特定健診・特定保健指導を受けましょう
　対象者（40歳以上75歳未満の国保の被保
険者）の方は、年に1回必ず受診して、ご自分
の健康管理に役立てましょう。
◆第三者行為でけがや病気をしたときは
国保に届出をしましょう
　交通事故などの第三者行為にあったとき
は国保でお医者さんにかかることができま
すが国保への届出が必要です。（国保が使え
ない場合もありますのでご注意ください）
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【基金の推移】

【国保世帯数・被保険者数の推移】 ～歳入歳出決算状況～【一人当たり医療費と国保税の推移】

諸収入
5,515
0.2％

国民健康保険税
520,903
19.7％ 使用料及び手数料

152
0.0％

保険給付費
1,722,889
67.5％

国民健康保険事業費納付金
705,422
27.6％

共同事業拠出金
0
0.0％

保健事業費
21,905
0.9％

基金積立金
137
0.0％

諸支出金
94,249
3.7％

総務費
7,287
0.3％

県支出金
1,825,602
69.2％

（単位：千円）

（単位：千円）

財産収入
137
0.0％

繰入金
190,421
7.2％

繰越金
96,120
3.7％

【歳入】【歳入総額 2,638,850 千円】

【歳出総額 2,551,889 千円】 【歳出】

問合せ先　健康ほけん課　国保年金係　☎ 72-1295

保
持
・
増
進
の
た
め
、
特
定
健
康
診
査
事
業
を

住
民
検
診
や
節
目
検
診
と
一
体
的
に
実
施
し
、

増
加
す
る
生
活
習
慣
病
や
重
症
化
予
防
に
取
組

ん
で
い
ま
す
。
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